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低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、定額減税の実施と併せて以下の一連の

給付を実施する。 

  

（１）個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付 

令和５年度における個人住民税均等割非課税世帯（以下「住民税非課税世帯」という。）

以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯（以

下「均等割のみ課税世帯」という。）に対し、１世帯当たり 10 万円を支給する。 

 

（２）こども加算 

令和５年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付への加算とし

て、当該世帯において扶養されている 18 歳以下の児童１人当たり５万円を支給する。 

 

（３） 新たに住民税非課税等となる世帯への給付 

新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯（令和５年度に上記給付の対象と

なった世帯を除く。）に対し、１世帯当たり 10 万円を支給する。対象となる児童がいる

場合には、上記（２）に準じた加算を行う。 

 

（４） 調整給付 

納税者及び配偶者を含めた扶養家族に基づき算定される定額減税可能額が、令和６年

に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和６年分推計所得税額又は令和

６年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合算額を基礎として、

１万円単位で切り上げて算定した額を支給する。 

なお、令和６年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足

のあることが判明した場合には、追加で当該納税者に給付する。 

 

（５） 執行 

・ 上記（１）及び（２）の給付については、地方公共団体の事務処理等を踏まえつ

つ、令和６年以降可能な限り速やかに支給を行うことを目指す。 

・ 上記（３）及び（４）の給付については、令和６年に入手可能な情報を基に支給

を行っていくこととしつつ、速やかな支給開始に向けて、地域の実情に応じた早期

の執行着手など、地方公共団体における柔軟な対応を可能とする。 

・ 重点支援地方交付金の仕組みを活用し、上記の標準事業を行う地方公共団体に対

して、これに必要となる給付費及び事務費を交付する。なお、簡素迅速な給付がな

されるよう、関係機関と連携して、給付を支援するサービス等の開発・導入支援を

国主導で行い、地方公共団体におけるデジタル技術を積極的に活用した取組みを促

す。あわせて、国民への丁寧な説明・周知広報を行う。 


